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文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の 

解消の推進に関する対応指針について（通知） 

 

 

 このたび,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成 25 年法

律第 65 号。以下「法」という。）第 11 条第１項の規定に基づき，文部科学省所

管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針（平成

27 年文部科学省告示第 180 号）の一部を改正し，令和６年４月１日から施行する

こととしました。 
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 本指針に関する概要及び留意事項については,下記のとおりです。 

 各教育段階においては,学校法人,構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189

号）第 12 条第１項に規定する学校設置会社,学校教育法（昭和 28 年政令第 340

号）附則第６条の規定により幼稚園を設置する法人及び個人（以下「学校法人

等」という。）の事業者が本指針の対象となることから,都道府県知事及び小中高

等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第 12 条第１項の認

定を受けた地方公共団体の長におかれては，所管の学校法人等に対して，下記に

ついて周知を図るとともに，必要な指導，助言又は援助をお願いします。 

 私立の専修学校及び各種学校を設置する事業者についても本指針の対象となる

ことから，各都道府県におかれては，所轄の専修学校及び各種学校に対して，下

記について周知を図るとともに，既に配慮が必要な生徒を受け入れている専修学

校高等課程も参考に，必要な指導，助言又は援助をお願いします。 

 また，社会教育・生涯学習においては，私立の社会教育施設や社会教育関係団

体が本指針の対象となることから，域内の私立の社会教育施設や社会教育関係団

体に対して，特に別紙１を参照の上，適切に対応がなされるよう，下記について

周知を図るとともに，必要な指導又は助言をお願いします。 

 各教育委員会及び公立学校，国立大学,国立高等専門学校及び大学共同利用機

関,国公立の専修学校及び各種学校，公立の社会教育施設は本指針の直接の対象で

はありませんが，法に適切に対応するための参考としていただくようお願いしま

す。なお，都道府県教育委員会，公立大学法人におかれては，所管の学校（専修

学校及び各種学校を含む。），社会教育施設及び域内の市（特別区を含む。以下

同じ。）町村教育委員会が法に適切に対応するための参考となるよう，下記につ

いて周知を図るとともに，今後，法第 10 条第１項の規定に基づき，職員が適切に

対応するために必要な要領（以下「都道府県対応要領」という。）を策定する際

には，本指針及び法第９条第１項に基づいて文部科学省が策定する対応要領（以

下「文部科学省対応要領」という。）も参照ください。また，域内の市町村教育

委員会が法第 10 条第 1 項の規定に基づく要領（以下「市町村対応要領」とい

う。）を策定する際には，必要な指導，助言又は援助をお願いします。 

  なお，文部科学省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要

領，スポーツ庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領及

び文化庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

は，別途事務連絡を送付し，ウェブサイトに掲載する予定です。 

 

                  記 

 

１．本指針の概要 

第１ 趣旨 

１ 法の制定の背景及び経過 

法は，障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）の差別の禁止の基本原

則を具体化するものであり，全ての国民が，障害の有無によって分け隔

てられることなく，相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会

の実現に向け，障害者差別の解消を推進することを目的とすること。 
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 また，令和３年６月には，事業者による合理的配慮の提供を義務付け

るとともに，行政機関相互間の連携の強化を図るほか，相談体制の充実

や事例の収集・提供の確保など障害を理由とする差別を解消するための

支援措置の強化を内容とする障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る法律の一部を改正する法律（令和３年法律第 56 号）が公布されたこ

と。 

 

２ 法の基本的な考え方 

(１) 法の対象となる障害者は，身体障害，知的障害，精神障害（発達

障害及び高次脳機能障害を含む。）その他の心身の機能の障害（難病

等に起因する障害を含む。以下「障害」と総称する。）がある者であ

って，障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相

当な制限を受ける状態にあるものであり，障害者の該当性は，当該者

の状況等に応じて個別に判断されることとなり，いわゆる障害者手帳

の所持者に限られないこと。 

 

(２) 法は，日常生活及び社会生活全般に係る分野を広く対象としてい

ること。ただし，事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う

障害を理由とする差別を解消するための措置については，障害者の雇

用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号）の定めるところに

よることから，対応指針の対象外となること。なお，同法において，

雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働

くに当たっての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）

が定められたことを認識し，厚生労働大臣が定める各指針を踏まえて

適切に対処することが求められることに留意すること。 

 

３ 本指針の位置付け 

本指針は，法第 11 条第１項の規定に基づき，また，障害を理由とする

差別の解消の推進に関する基本方針（令和５年３月 14 日閣議決定。以下

「基本方針」という。）に即して，法第８条に規定する事項に関し，文部

科学省が所管する分野における事業者（以下「関係事業者」という。）が

適切に対応するために必要な事項を定めたものであること。 

 事業者とは，商業その他の事業を行う者（国，独立行政法人等，地方公

共団体及び地方独立行政法人を除く。），すなわち，目的の営利・非営

利，個人・法人の別を問わず，同種の行為を反復継続する意思をもって行

う者であり，個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者，学校法

人，宗教法人，非営利事業を行う社会福祉法人及び特定非営利活動法人を

含むこと。 

 主たる事業に付随する事業も法の「事業」に該当し，例えば，学校法人

が設置する大学医学部の附属病院や宗教法人が設置する博物館等について

も，本指針が適用されること。 
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４ 留意点 

本指針で「望ましい」と記載している内容は，関係事業者がそれに従わ

ない場合であっても，法に反すると判断されることはないが，障害者基本

法の基本的な理念及び法の目的を踏まえ，できるだけ取り組むことが望ま

れることを意味すること。 

 関係事業者における取組は，本指針を参考にして自主的に行われること

が期待されるが，関係事業者が法に反した取扱いを繰り返し，自主的な改

善を期待することが困難である場合などは，法第 12 条の規定により，文

部科学大臣は，特に必要があると認められるときは，関係事業者に対し，

報告を求め，又は助言，指導若しくは勧告をすることができることとされ

ていること。 

 こうした行政措置に至る事案を未然に防止するため，文部科学大臣は，

関係事業者に対して，本指針に係る十分な情報提供を行うとともに，第５

のとおり，相談窓口を設置すること。 

 

第２ 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方 

１ 不当な差別的取扱い 

(１) 不当な差別的取扱いの基本的な考え方 

関係事業者は，その事業を行うに当たり，障害を理由として障害者

でない者と不当な差別的取扱いをすることにより，障害者の権利利益

を侵害してはならないこと。 

 

ア 法が禁止する障害者の権利利益の侵害とは，障害者に対して，正

当な理由なく，障害を理由として，財・サービスや各種機会の提供

を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する，障害

者でない者に対しては付さない条件を付すことなどによる権利利益

の侵害であること。 

  なお，車椅子，補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添

い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として行わ

れる不当な差別的取扱いも，障害を理由とする不当な差別的取扱い

に該当すること。 

 

イ 障害者を障害者でない者より優遇する取扱い（いわゆる積極的改

善措置）や，後述する合理的配慮の提供による障害者でない者との

異なる取扱い，合理的配慮を提供等するために必要な範囲で，プラ

イバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認することは，不

当な差別的取扱いには当たらないこと。 
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(２) 正当な理由の判断の視点 

正当な理由に相当するのは，その取扱いが客観的に見て正当な目的

の下に行われたものであり，その目的に照らしてやむを得ない場合で

あること。関係事業者は，正当な理由に相当するか否かについて，個

別の事案ごとに，障害者，関係事業者，第三者の権利利益の観点か

ら，具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要

であること。個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じた検討を行う

ことなく，一般的・抽象的な理由に基づいて障害者を不利に扱うこと

は，法の趣旨を損なうため，適当ではないこと。 

 関係事業者は，個別の事案ごとに具体的な検討を行った上で正当な

理由があると判断した場合には，障害者にその理由を説明するものと

し，理解を得るよう努めることが望ましく，関係事業者と障害者の双

方が，お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが求め

られること。 

 

(３) 不当な差別的取扱いの例 

正当な理由がなく，不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例

及び正当な理由があるため，不当な差別的取扱いに該当しないと考え

られる例は別紙１のとおりであること。 

 なお，記載されている内容はあくまでも例示であり，これらの例だ

けに限られるものではないこと，正当な理由に相当するか否かについ

ては，個別の事案ごとに，前述の観点等を踏まえて判断することが必

要であること，正当な理由があり不当な差別的取扱いに該当しない場

合であっても，合理的配慮の提供を求められる場合には別途の検討が

必要であることに留意すること。 

 

２ 合理的配慮 

(１) 合理的配慮の基本的な考え方 

 関係事業者は，その事業を行うに当たり，障害者から現に社会的障

壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において，そ

の実施に伴う負担が過重でないときは，障害者の権利利益を侵害する

こととならないよう，当該障害者の性別，年齢及び障害の状態に応じ

て，社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮（以下

「合理的配慮」という。）をしなければならないこと。 

 

ア これまで事業者による合理的配慮の提供は努力義務とされていた

が，令和３年の法改正により，法的義務へと改められたこと，関係

事業者においては，合理的配慮の提供の義務化を契機として，本指

針に基づき，合理的配慮の必要性につき一層認識を深めることが求

められること。 
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イ 合理的配慮の内容は，「環境の整備」に係る状況や技術の進展，

社会情勢の変化等に応じて変わり得るものであり，障害の状態等が

変化することもあるため，特に，障害者との関係性が長期にわたる

場合等には，提供する合理的配慮について，適宜，見直しを行うこ

とが重要であること，合理的配慮の提供に当たっては，障害者の性

別，年齢，状態等に配慮するものとし，特に障害のある女性に対し

ては，障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められるこ

とに留意すること。 

合理的配慮は，関係事業者の事業の目的・内容・機能に照らし，

必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること，障

害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのも

のであること，事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばな

いことに留意する必要があること。 

  建設的対話に当たっては，障害者にとっての社会的障壁を除去す

るための必要かつ実現可能な対応案を障害者と関係事業者が共に考

えていくために，双方がお互いの状況の理解に努めることが重要で

あり，例えば，障害者本人が社会的障壁の除去のために普段講じて

いる対策や，関係事業者が対応可能な取組等を対話の中で共有する

等，建設的対話を通じて相互理解を深め，様々な対応策を柔軟に検

討していくことが円滑な対応に資すると考えられること。 

 

ウ 意思の表明に当たっては，具体的場面において，社会的障壁の除

去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語（手話を含

む。）のほか，障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要

な手段により伝えられ，本人の意思の表明が困難な場合には，コミ

ュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含

むこと。 

  なお，障害の特性等により意思の表明が困難な障害者がコミュニ

ケーションを支援する者を伴っておらず，本人の意思の表明も支援

者が本人を補佐して行う意思の表明も困難であることなどにより，

意思の表明がない場合であっても，当該障害者が社会的障壁の除去

を必要としていることが明白である場合には，法の趣旨に鑑み，当

該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話

を働きかけるなど，自主的な取組に努めることが望ましいこと。 

 

エ 介助者や支援員等の人的支援に関しては，障害者本人との人間関

係や信頼関係の構築・維持が重要であるため，これらの関係も考慮

した支援のための環境整備にも留意することが望ましいこと。ま

た，支援機器の活用により，障害者と関係事業者双方の負担が軽減

されることも多くあることから，支援機器の適切な活用についても

配慮することが望ましいこと。 
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(２) 過重な負担の基本的な考え方 

過重な負担については，関係事業者において，個別の事案ごとに，以

下の要素等を考慮し，具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断

することが必要であること。個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じ

た検討を行うことなく，一般的・抽象的な理由に基づいて過重な負担に

当たると判断することは，法の趣旨を損なうため，適当ではないこと。

過重な負担に当たると判断した場合には，障害者にその理由を丁寧に説

明するものとし，関係事業者と障害者の双方が，お互いに相手の立場を

尊重しながら，建設的対話を通じて相互理解を図り，代替措置の選択も

含めた対応を柔軟に検討することが求められること。 

 

① 事務・事業への影響の程度（事務・事業の目的・内容・機能を損な

うか否か） 

② 実現可能性の程度（物理的・技術的制約，人的・体制上の制約） 

③ 費用・負担の程度 

④ 事務・事業規模 

⑤ 財政・財務状況 

 

(３) 合理的配慮の例 

合理的配慮の例は別紙１のとおりであること。 

掲載した具体例については， あくまでも例示であり，掲載した例以

外であっても合理的配慮に該当するものがあること，また，あらゆる関

係事業者が必ずしも実施するものではないことに留意すること。 

 合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例及び該当しない

と考えられる例は別紙１のとおりであり，これらの例についても，掲載

されている例はあくまでも例示であり，合理的配慮の提供義務違反に該

当するか否かについては，個別の事案ごとに，前述の観点等を踏まえて

判断することが必要であることに留意すること。 

 

(４)  環境の整備との関係 

法第５条においては，個別の場面において，個々の障害者に対して行

われる合理的配慮を的確に行うための不特定多数の障害者を主な対象と

して行われる事前的改善措置（施設や設備のバリアフリー化，意思表示

やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等の人的支

援，障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシ

ビリティの向上等をいう。以下同じ。）を，環境の整備として事業者の

努力義務としていること。 

 環境の整備においては，新しい技術開発が投資負担の軽減をもたらす

こともあることから，技術進歩の動向を踏まえた取組が期待され，ハー

ド面のみならず，職員に対する研修や，規程の整備等の対応も含まれる

ことが重要であること。 

 障害を理由とする差別の解消のための取組は，法や高齢者，障害者等
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の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）等不特

定多数の障害者を対象とした事前的な措置を規定する法令に基づくこの

ような環境の整備に係る施策や取組を着実に進めることが必要であり，

特に，公立小中学校等及び特別支援学校については，一定規模以上の施

設の新築等を行う場合には，高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律施行令（平成 18 年政令第 379 号）で定める建築物移動等

円滑化基準に適合させなければならず，既存の施設についても，同基準

に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこ

と，その他の学校施設についても，新築等を行う場合には同基準への適

合が努力義務となっていること。 

 環境の整備は，不特定多数の障害者向けに事前的改善措置を行うもの

であるが，合理的配慮は，環境の整備を基礎として，その実施に伴う負

担が過重でない場合に，特定の障害者に対して，個別の状況に応じて講

じられる措置であり，各場面における環境の整備の状況により，合理的

配慮の内容は異なることとなるが，環境の整備と合理的配慮の提供を両

輪として進めることが重要である。合理的配慮の提供と環境の整備の関

係に係る例は別紙１のとおりであること。 

 なお，多数の障害者が直面し得る社会的障壁をあらかじめ除去すると

いう観点から，他の障害者等への波及効果についても考慮した環境の整

備を行うことは有効であり，環境の整備は，障害者との関係が長期にわ

たる場合においても，その都度の合理的配慮の提供が不要となるという

点で，中・長期的なコストの削減・効率化にも資することとなること。 

 

第３ 関係事業者における相談体制の整備 

関係事業者においては，障害者及びその家族その他の関係者からの相談等

に的確に対応するため，既存の利用者等からの相談窓口等の活用や窓口の開

設による相談窓口の整備や，相談対応を行う担当者をあらかじめ定めておく

等といった，組織的な対応ができるような措置を講ずることが重要であるこ

と，また，ホームページ等を活用し，相談窓口等に関する情報を周知するこ

とや，障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段や情報提供手段を

用意して対応することが望ましいこと。なお，ホームページによる周知に際

しては，視覚障害者，聴覚障害者等の情報アクセシビリティに配慮すること

が望ましいこと。 

 また，実際の相談事例については，プライバシーに配慮しつつ順次蓄積

し，以後の合理的配慮の提供等に活用することが望ましいこと。 

 

第４ 関係事業者における研修・啓発，障害を理由とする差別の解消の推進

に資する仕組みの整備 

関係事業者は，障害者に対して性別や年齢等にも配慮しながら適切に対応

し，また，障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応す

るため，研修等を通じて，法の趣旨の普及を図るとともに，いわゆる「社会

モデル」の考え方を含めた障害に関する理解の促進を図ることが重要である
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こと。 

 特に学校教育分野においては，教職員の理解の在り方や指導の姿勢が幼

児，児童，生徒及び学生（以下「児童生徒等」という。）に大きく影響する

ことに十分留意し，児童生徒等の発達の段階に応じた支援方法，外部からは

気付きにくいこともある難病等をはじめとした病弱（身体虚弱を含む。），

発達障害，高次脳機能障害等についての理解，児童生徒等の間で不当な差別

的取扱いが行われている場合の適切な対応方法等も含め，研修・啓発を行う

ことが望ましいこと。 

 研修・啓発においては，内閣府が障害者の差別解消に向けた理解促進のた

めのポータルサイトにおいて提供している，事業者が障害者に対応する際に

参考となる対応例及び文部科学省や独立行政法人等が提供する各種情報を活

用することが効果的であること。また，研修・啓発の内容によっては，医

療，保健，福祉等の関係機関や障害者関係団体と連携して実施することも効

果的であること。 

 さらに，関係事業者の内部規則やマニュアル等について，障害者へのサー

ビス提供等を制限するような内容が含まれていないかについて点検すること

や，個別の相談事案等への対応を契機として，必要な改正等を検討するな

ど，障害を理由とする差別の解消の推進に資するような対応が重要であるこ

と。 

 

第５ 文部科学省所管事業分野に係る相談窓口 

文部科学省所管事業分野に係る相談窓口は以下のとおりであり，さらに詳

細な相談窓口は内閣府のホームページに掲載していること。 
事業分野 相談窓口 

〇教育分野 

 ・幼稚園，小学校，中学校，義務教

育学校，高等学校，中等教育学

校，特別支援学校関係 

 ・大学，高等専門学校関係 

 ・専修学校，各種学校関係 

 

 ・社会教育，生涯学習関係 

 

初等中等教育局特別支援教育課 

 

 

高等教育局学生支援課 

総合教育政策局生涯学習推進課専修

学校教育振興室 

総合教育政策局男女共同参画共生社

会学習・安全課 

〇スポーツ分野 スポーツ庁健康スポーツ課障害者ス

ポーツ振興室 

〇文化芸術分野 文化庁各事業所管課室 

〇科学技術・学術分野 科学技術・学術政策局政策課 

 

別紙１ 不当な差別的取扱い，合理的配慮等の具体例 

別添のとおり。 

別紙２ 分野別の留意点 

教育分野 

１ 総論 
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学校教育分野においては，障害者の権利に関する条約（以下「権利条約」

という。）第 24 条，障害者基本法第４条第１項及び第 16 条第１項，教育基

本法（平成 18 年法律第 120 号）第４条第２項等の規定も踏まえて，既に取

組が進められており，合理的配慮等の考え方も，中央教育審議会初等中等教

育分科会が平成 24 年７月に取りまとめた「共生社会の形成に向けたインク

ルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」及び文部

科学省高等教育局長決定により開催された「障害のある学生の修学支援に関

する検討会」が平成 29 年３月に取りまとめた「障害のある学生の修学支援

に関する検討会報告（第二次まとめ）」等により示されていること。また，

平成 31 年３月に取りまとめられた「学校卒業後における障害者の学びの推

進に関する有識者会議」報告書において，障害の有無にかかわらず共に学ぶ

場づくりに当たって，合理的配慮の推進の必要性が示されていること。 

 さらに，令和４年９月に公表された障害者権利委員会からの総括所見にお

いて，合理的配慮の保障も含めた教育環境の改善等について勧告されたこ

と。 

 令和５年３月には「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の

在り方に関する検討会議報告」も取りまとめられ，通常の学級においても障

害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援

がなされるよう方向性が示されていること。 

 加えて，令和５年４月より，法の改正等を背景として，障害のある学生の

修学支援に関する検討会が改めて設置され，高等教育段階における障害学生

の修学支援のあり方について検討が行われていること。 

 また，令和元年６月には視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法

律（令和元年法律第 49 号）が，令和４年５月には障害者による情報の取得

及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律（令和４年法律第 50

号）が，それぞれ成立したところであり，これらの法による理念や規定を踏

まえた取組は，学校教育段階だけでなく，地方公共団体における生涯学習提

供者や社会教育施設等においても共生社会の実現に向けて同様に推進される

べきものであること。 

 専修学校及び各種学校を設置する事業者においては，後述する教育段階の

留意点を参考として対応することが望ましいこと。 

 

２ 初等中等教育段階 

(１) 合理的配慮に関する留意点 

障害のある幼児，児童及び生徒に対する合理的配慮の提供について

は，中央教育審議会初等中等教育分科会の報告に示された合理的配慮の

考え方を踏まえて対応することが適当であり，主として以下の点に留意

すること。 

 

ア 合理的配慮の合意形成に当たっては，権利条約第 24 条第１項にあ

る，人間の多様性の尊重等の強化，障害者が精神的及び身体的な能力

等を可能な最大限度まで発達させ，自由な社会に効果的に参加するこ
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とを可能とするといった目的に合致するかどうかの観点から検討が行

われることが重要であること。 

 

イ 合理的配慮は，一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じ，設

置者・学校及び本人・保護者により，発達の段階を考慮しつつ合意形

成を図った上で提供されることが望ましく，その内容を個別の教育支

援計画に明記することが重要であること。 

 

ウ 合理的配慮の合意形成後も，幼児，児童及び生徒一人一人の発達の

程度，適応の状況等を勘案しながら柔軟に見直しができることを共通

理解とすることが重要であること。 

 

エ 合理的配慮は，障害者がその能力を可能な最大限度まで発達させ，

自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下，障害

のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであるインクルーシブ教育

システムの理念に照らし，その障害のある幼児，児童及び生徒が十分

な教育が受けられるために提供できているかという観点から評価する

ことが重要であること。例えば，個別の教育支援計画や個別の指導計

画について，各学校において計画に基づき実行した結果を評価して定

期的に見直すなど，PDCA サイクルを確立させていくことが重要であ

ること。 

 

オ 進学や進級等の移行時においても途切れることのない一貫した支援

を提供するため，個別の教育支援計画の引継ぎ，学校間や関係機関も

含めた情報交換等により，合理的配慮の引継ぎを行うことが必要であ

ること。 

 なお，学校教育分野において，障害のある幼児，児童及び生徒の将

来的な自立と社会参加を見据えた障害の早期発見・早期支援の必要性

及びインクルーシブ教育システムの理念に鑑み，幼児教育段階や小学

校入学時点において，意思の表明の有無に関わらず，幼児及び児童に

対して適切と思われる支援を検討するため，幼児及び児童の障害の状

態等の把握に努めることが望ましいこと。具体的には，保護者と連携

し，プライバシーにも留意しつつ，地方公共団体が実施する乳幼児健

診の結果や就学前の療育の状況，就学相談の内容を参考とすること，

後述する校内委員会において幼児及び児童の支援のニーズ等に関する

実態把握を適切に行うこと等が考えられること。また，障害のある子

供一人一人の教育的ニーズや必要な支援の内容を，複数の担当者で検

討したり，実態の的確な把握（各種のアセスメント等）や個別の教育

支援計画等を作成するために専門家等の活用を図ったりするなど，具

体的な対応を組織的に進めることが大切であること。 

 

(２) 合理的配慮の例 
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別紙 1 のほか，報告において整理された合理的配慮の観点や障害種別

の例及び独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が運営する「インク

ルーシブ教育システム構築支援データベース」や「特別支援教育教材ポ

ータルサイト」も参考とすることが効果的であること。 

 なお，これらに示されているもの以外は提供する必要がないというこ

とではなく，一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定され

ることが望ましいこと。 

 

(３) 相談体制の整備に関する留意点 

学校の校長（園長を含む。以下同じ。）は，特別支援教育の実施の責

任者として，自らが特別支援教育や障害に関する認識を深めるととも

に，リーダーシップを発揮しつつ，特別支援学校のセンター的機能等も

活用しながら，次の体制の整備を行い，組織として十分に機能するよう

教職員を指導することが重要であること。 

 

ア 特別支援教育コーディネーターの指名 

各学校の校長は，各学校における特別支援教育の推進のため，主

に，後述する校内委員会や校内研修の企画・運営，関係諸機関や関係

する学校との連絡・調整，保護者からの相談窓口などの役割を担う教

員を「特別支援教育コーディネーター」に指名し，校務分掌に明確に

位置付けること。 

 また，校長は，特別支援教育コーディネーターが合理的配慮の合意

形成，提供，評価，引継ぎ等の一連の過程において重要な役割を担う

ことに十分留意し，学校において組織的に機能するよう努めること。 

 

イ 特別支援教育に関する校内委員会の設置 

各学校においては，校長のリーダーシップの下，全校的な支援体制

を確立し，障害のある又はその可能性があり特別な支援を必要として

いる幼児，児童及び生徒の実態把握や支援方策の検討等を行うため，

校内に特別支援教育に関する校内委員会を設置すること。 

 校内委員会は，校長，教頭，特別支援教育コーディネーター，教務

主任，生徒指導主事，通級による指導担当教員，特別支援学級担当教

員，養護教諭，対象の幼児，児童及び生徒の学級担任，学年主任，そ

の他必要と認められる者などで構成すること。 

  

学校においては，幼児，児童及び生徒・保護者等からの相談及び現に

社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明を受けた学級担任や

特別支援教育コーディネーター等と本人・保護者との対話による合意形

成が困難である場合には，校内委員会を含む校内体制への接続が確実に

行われるようにし，校長のリーダーシップの下，合意形成に向けた検討

を組織的に行うことが必要であること。 

 このような校内体制を用いてもなお合意形成が難しい場合は，設置者
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である学校法人等が，法的知見を有する専門家等の助言を得るなどしつ

つ，法の趣旨に即して適切に対応することが必要であること。また，必

要に応じ，法に基づいて設置される地域の相談窓口と連携を図ることも

考えられること。 

 

(４) 研修・啓発に関する留意点 

基本方針は，地域住民等に対する啓発活動として，「国民一人一人が

法の趣旨について理解を深め，建設的対話を通じた相互理解が促進され

るよう，障害者も含め，広く周知・啓発を行うことが重要である」とし

ていること。 

 この周知・啓発において学校教育が果たす役割は大きく，例えば，交

流及び共同学習は，障害のない幼児，児童及び生徒が障害のある幼児，

児童及び生徒と特別支援教育に対する正しい理解と認識を深めるための

絶好の機会であり，同じ社会に生きる人間として，お互いを正しく理解

し，共に助け合い，支え合って生きていくことの大切さを学ぶ場である

こと。また，障害のある幼児，児童及び生徒の保護者，障害のない幼

児，児童及び生徒の保護者や地域の方々が，共同学習や学校開放等を通

じて学校教育に関わることにより，障害者に対する理解を深めていくこ

とができること。 

 学校においては，学校教育が担う重要な役割を認識し，幼児，児童及

び生徒の指導や保護者との連絡に携わる教職員一人一人が，研修等を通

じて，法の趣旨を理解するとともに，障害に関する理解を深めることが

重要であること。 

 

３ 高等教育段階 

障害のある学生の修学支援については，本項に記載の内容のほか，文部科

学省高等教育局長決定による「障害のある学生の修学支援に関する検討会」

において報告されている各「まとめ」も参照しつつ対応することが望ましい

こと。 

 

(１) 合理的配慮に関する留意点 

障害のある学生に対する合理的配慮の提供については，大学等（大学

及び高等専門学校をいう。以下同じ。）が個々の学生の状態・特性等に

応じて提供するものであり，多様かつ個別性が高いものである。合理的

配慮を提供するに当たり，大学等が指針とすべき考え方を項目別に以下

のように整理した。ここで示すもの以外は合理的配慮として提供する必

要がないというものではなく，個々の学生の障害の状態・特性や教育的

ニーズ等に応じて配慮されることが望まれること。 

 

① 機会の確保：障害を理由に修学を断念することがないよう，修学機

会を確保すること，また，高い教養と専門的能力を培えるよう，教育

の質を維持すること。 
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② 情報公開：障害のある大学進学希望者や学内の障害のある学生に対

し，大学等全体としての受入れ姿勢・方針を示すこと。 

③ 決定過程：権利の主体が学生本人にあることを踏まえ，学生本人の

要望に基づいた調整を行うこと。 

④ 教育方法等：情報保障，コミュニケーション上の配慮を行うこと，

また，試験，成績評価の実施にあたっては，教育目標や公平性を損な

う評価基準の変更や，合格基準を下げるなどの対応は行わないよう留

意しつつ，配慮を行うこと。 

⑤ 支援体制：大学等全体として専門性のある支援体制の確保に努める

こと。 

⑥ 施設・設備：安全かつ円滑に学生生活を送れるよう，バリアフリー

化に配慮すること。 

 

(２) 合理的配慮の例 

別紙１のほか，独立行政法人日本学生支援機構が作成する「大学等に

おける障害のある学生への支援・配慮事例」や「教職員のための障害学

生修学支援ガイド」，「合理的配慮ハンドブック」等も参考とすること

が効果的であること。 

なお，これらに示されているもの以外は提供する必要がないというこ

とではなく，一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定され

ることが望ましいこと。 

 

(３) 相談体制の整備に関する留意点 

大学等の学長（校長を含む。以下同じ。）は，リーダーシップを発揮

し，大学等全体として，学生から相談を受けた時の体制整備を含む次の

ような支援体制を確保することが重要であること。 

 

ア 担当部署の設置及び適切な人的配置 

支援体制を整備するに当たり，必要に応じ，障害のある学生の支援

を専門に行う担当部署の設置及び適切な人的配置（専門性のある専任

教職員，コーディネーター，相談員，手話通訳等の専門技術を有する

支援者等）を行うほか，学内（学生相談に関する部署・施設，保健管

理に関する部署・施設，学習支援に関する部署・施設，障害に関する

様々な専門性を持つ教職員）との役割を明確にした上で，関係部署・

施設との連携を図ること。 

 なお，障害のある学生の所属学部や学科，担当教職員により提供す

る支援の内容が著しく異なるなどの状況が発生した場合は，学長及び

障害のある学生の支援を専門に行う担当部署を中心に，これらの事案

の内容を十分に確認した上で，必要な調整を図り，さらに再発防止の

ための措置を講じることが重要であること。 

 加えて，障害のある学生と大学等との間で提供する合理的配慮の内

容の決定が困難な場合，大学等は，本人からの不服申立てを受理し，
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障害のある学生への支援を行う部署や委員会等に対して，第三者的視

点から中立的な立場で調停ができる，紛争解決のための調整を行う学

内組織を整備することが望ましいこと。 

 これらの調整の結果，なお合意形成が難しい場合は，大学等の設置

者である学校法人等が，法的知見を有する専門家等の助言を得るなど

しつつ，法の趣旨に即して適切に対応することが必要であること。 

 併せて，大学等は，学内の紛争解決のための学内組織の存在に加え

て，法に基づく紛争解決のための学外の相談窓口の存在を障害のある

学生に周知し，必要に応じて連携を図ることが重要であること。 

 

イ 外部資源の活用 

障害は多岐にわたり，各大学等内の資源のみでは十分な対応が困難

な場合があることから，必要に応じ，学外（地方公共団体，社会福祉

法人，NPO，他の大学等，特別支援学校など）の教育資源の活用や障

害者関係団体，医療，福祉，労働関係機関等との連携についても検討

すること。 

    

ウ 周囲の学生の支援者としての活用 

障害のある学生の日常的な支援には，多数の人材が必要となる場合

が多いことから，周囲の学生を支援者として活用することも一つの方

法であること。 

一方で，これらの学生の支援者としての活用に当たっては，一部の

学生に過度な負担が掛かることや支援に携わる学生と障害のある学生

の人間関係に問題が生じる場合があることから，これらに十分留意す

るとともに，障害の知識や対応方法，守秘義務の徹底等，事前に十分

な研修を行い，支援の質を担保した上で実施することが重要であるこ

と。 

 

(４) 学生・教職員の理解促進・意識啓発を図るための配慮 

障害のある学生からの様々な相談は，必ずしも担当部署に対して行わ

れるとは限らず，障害のある学生の身近にいる学生や教職員に対して行

われることも多いと考えられる。それらに適切に対応するためには，障

害により日常生活や学習場面において様々な困難が生じることについ

て，周囲の学生や教職員が理解していることが望ましく，その理解促進

・意識啓発を図ることが重要であること。なお，情報の共有方法・共有

内容等については，合理的配慮の内容決定と同様に，障害のある学生本

人との建設的対話による相互理解を通じて決定する必要があることに留

意すること。 

 

(５) 情報公開 

各大学等は，障害のある大学進学希望者や学内の障害のある学生に対

し，大学等全体としての受入れ姿勢・方針を明確に示すことが重要であ
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ること。 

 また，各大学等が明確にすべき受入れ姿勢・方針は，入学試験におけ

る障害のある受験者への配慮の内容，大学構内のバリアフリーの状況，

入学後の支援内容・支援体制（支援に関する窓口の設置状況，授業や試

験等における支援体制，教材の保障等），受入れ実績（入学者数，在学

者数，卒業・修了者数，就職者数等）など，可能な限り具体的に明示す

ることが望ましく，それらの情報をホームページ等に掲載するなど，広

く情報を公開することが重要であること。なお，ホームページ等に掲載

する情報は，障害のある者が利用できるように情報アクセシビリティに

配慮することが望まれること。 

 

４ 社会教育・生涯学習 

(１) 合理的配慮に関する留意点 

  障害の有無にかかわらず，交流する機会や共に学ぶ機会を広く整備し

ていくことが重要であること。教育基本法第３条では「生涯にわたっ

て，あらゆる機会に，あらゆる場所において学習することができ，その

成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならな

い。」と規定されていること。また同法第４条第２項において，「国及

び地方公共団体は，障害のある者が，その障害の状態に応じ，十分な教

育を受けられるよう，教育上必要な支援を講じなければならない。」と

規定されており，社会教育施設等の担当者や生涯学習における学習機会

提供者においては，学習参加者本人・家族等と可能な限りの合意形成を

図った上で，一人一人の障害の状態やニーズ等に応じた合理的配慮を決

定し，提供することが期待されていること。 

 「学校卒業後における障害者の学びの推進に関する有識者会議」の報

告書では，以下に挙げるバリアが指摘されていること。 

 

① 学びの場における施設・設備面における環境のバリア 

② 学習機会の提供主体等の「障害」に対する理解や合理的配慮に関す

る知識の不十分さによる意識のバリア 

③ 学びの場にたどり着くまでの情報や学習に参加した際の情報保障の

不十分さによる情報のバリア 

 

 ①については，公民館や図書館において個別に定めている設置や運営

についての基準の中で，障害者の参加促進や円滑な利用に向けた施設整

備に努めるものとしていること。加えて②意識のバリア③情報のバリア

に留意し，社会教育施設等における既存事業において，合理的配慮の準

備があることを周知する等，段階を踏み，継続して障害者が安心して学

ぶことができる環境を醸成することも必要であること。障害があること

で，自由に学習機会を選択し，学ぶことが阻害されないよう，担当者や

生涯学習提供者が，障害や合理的配慮への理解を深め，参加のための情

報提供段階から留意することが望まれること。 
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(２) 合理的配慮の例 

別紙１に記載のある学習参加時の合理的配慮だけでなく，潜在的ニー

ズのある障害者が社会教育施設等での学びの情報を取得し，選択するに

当たっての障壁について，以下に挙げる配慮を提供することが望まし

い。 

 

○ 講座の広報に「車椅子来場可」，「補助犬同伴可」等，アイコン等

を用いてわかりやすく表示する。 

○ 視覚障害者へのパンフレットやイベントチラシに，点字版を作成し

たり，アプリで読込みできる音声コードを記載して郵送したりす

る 。 

○ 知的障害や発達障害のある参加者に向けたパンフレットや資料等に

るびを振る。 

 

スポーツ・文化芸術分野 

スポーツ分野については，スポーツ基本法（平成 23 年法律第 78 号）第２

条第５項において，「スポーツは，障害者が自主的かつ積極的にスポーツを

行うことができるよう，障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進

されなければならない。」と規定されている。スポーツに関する施設及びサ

ービス等を提供する事業者においては，障害の有無にかかわらず誰もが楽し

く安全にスポーツに親しむことができる環境を整備し，障害者がスポーツに

参加する機会の拡充を図るとの基本的な考え方を踏まえて対応することが適

当であること。 

 文化芸術分野について，文化芸術基本法の前文は，「我が国の文化芸術の

振興を図るためには，文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し，

文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ，文化芸術を国

民の身近なものとし，それを尊重し大切にするよう包括的に施策を推進して

いくことが不可欠である」との理念を，障害者による文化芸術活動の推進に

関する法律（平成 30 年法律第 47 号）第３条は，「文化芸術を創造し，享受

することが人々の生まれながらの権利であることに鑑み，国民が障害の有無

にかかわらず，文化芸術を鑑賞し，これに参加し，又はこれを創造すること

ができるよう，障害者による文化芸術活動を幅広く促進すること」等の基本

理念をそれぞれ掲げていること。文化芸術分野の関係事業者においては，こ

れらの理念に基づき，障害の有無にかかわらず，誰もが文化芸術活動に親し

むことができるよう，適切に対応することが重要であること。 

 具体的には，以下の点に留意すること。 

 

○ 合理的配慮は，一人一人の障害の状態や必要な支援，活動内容等に応

じて決定されるものである。本人・保護者等とよく相談し，可能な限り

合意形成を図った上で決定し，提供されることが望ましい。 
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○ 障害者が使用する用具等が施設の管理・維持に与える影響の程度につ

いては，具体的場面や状況により異なるものであるため，当該場面や状

況に応じて，柔軟に対応することが重要である。 

 

２．留意事項 

＜初等中等教育段階＞ 

 第１ 学校法人等における対応の留意事項 

 本指針における関係事業者に当たる学校法人等は，次の点に留意しつ

つ，法に適切に対応することが必要であること。 

 

(１) 特別支援教育の理念 

 全ての学校において，障害のある幼児，児童及び生徒の自立や社会

参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち，一人一人の

教育的ニーズを把握し，その持てる力を高め，生活や学習上の困難を

改善又は克服するため，適切な指導及び必要な支援を行うこと。 

 さらに，特別支援教育は，障害のある幼児，児童及び生徒への教育

にとどまらず，障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な

人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであ

り，我が国の現在および将来の社会にとって重要な意味を持っている

こと。 

 

(２) 合理的配慮の提供（本指針第２の２及び別紙２「学校教育分野」

の２(１)） 

 

ア 対話による合意形成 

 合理的配慮は，一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じ，学

校法人等及び本人・保護者により，発達の段階を考慮しつつ合意形成

を図った上で提供すること。 

 学校法人等は，本人・保護者から，学校教育を受けるために個別の

変更・調整を必要としている旨の意思の表明があった場合において，

均衡を失した又は過度の負担を課すものであると判断した場合には，

本人・保護者に分かりやすく説明し，実現可能な代替措置を提案する

など，合意形成のための対話の場を設けること。対話においては，現

在必要とされている変更・調整は何か，何を優先して提供する必要が

あるかなどについて共通理解を図ること。 

 

イ 個別の教育支援計画への明記 

 合意された合理的配慮の内容は，個別の教育支援計画に明記し，当

該幼児，児童及び生徒に関わる教職員，特別支援教育支援員，関係機

関の職員等がプライバシーに配慮しつつ情報を共有すること。また，

進級や進学等の移行期の引継ぎにより，一貫した組織的な支援が行わ
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れるようにすること。 

 

ウ 合理的配慮の柔軟な見直し 

 合理的配慮は，その障害のある子供が十分な教育が受けられるため

に提供できているかという観点から評価することが重要であり，合理

的配慮の合意形成後も，幼児，児童及び生徒一人一人の発達の程度，

適応の状況等を勘案しながら，合理的配慮の内容を柔軟に見直すこと

ができることを，学校法人等及び本人・保護者との間で共通理解とす

ること。 

 

エ 公立学校の事例の活用 

 学校法人等においては，公立学校の合理的配慮の提供例を参考と

し，過重な負担とならない範囲で，同様の対応に努めること。その

際，独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が運営する「インクル

ーシブ教育システム構築支援データベース」の活用が有効であるこ

と。 

 

(３) 相談体制の整備（本指針第３及び別紙２「学校教育分野」の２

(３)） 

学校の校長は，特別支援教育コーディネーターの指名，特別支援教育

に関する校内委員会の設置を一層徹底し，本人・保護者からの相談に組

織的かつ迅速に対応する体制を整備すること。 

 各学校の設置者は，各学校における必要な環境の整備に努めると共

に，このような校内体制を用いてもなお合意形成が難しい場合は，法的

知見を有する専門家等の助言を得るなどしつつ，法の趣旨に即して適切

に対応すること。 

 学校法人等においては，相談窓口や相談を受け付けた後の手続の流れ

について，あらかじめ周知し，本人・保護者が相談体制を利用しやすい

環境作りに努めること。 
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第２ 教育委員会等における対応 

教育委員会及びその設置する学校（以下「教育委員会等」という。）に

おいては，法に適切に対応するに当たり，「第１ 学校法人等における対

応の留意事項」の各項目にも十分留意すること。さらに，公的な教育を担

う機関として，次の点にも留意すること。 

 

(１) 公的な教育機関としての責任 

学校は，合理的配慮の提供者であることに加え，障害のある幼児，児

童及び生徒が社会に参加していくに当たり，適切な「意思の表明」がで

きるよう，必要な支援を自分で選択し，他者に伝える力を身に付けるた

めの教育を担う機関でもある。全ての教育委員会等において，公的な教

育機関としての役割の重要性とその責任を十分認識し，特別支援教育の

推進に努めること。 

 

(２) 研修・啓発の推進 

法の施行を契機として，従来から取組が進められている教員の専門性

の向上に加え，全ての教職員が，法の趣旨を理解し，適切に対応できる

ようにするための研修・啓発を行うこと。研修等の実施に当たっては，

国・私立学校関係者や保育所関係者も受講できるようにすることが望ま

しいこと。 

 

(３) 事例の蓄積と共有 

教育委員会においては，合理的配慮の好事例や相談事例を，各学校の

個別の経験知にとどめることなく，順次蓄積し広く共有することによ

り，地方公共団体全体としての対応の水準を高めるよう努めること。事

例の蓄積と共有に当たっては，「インクルーシブ教育システム構築支援

データベース」を運営する独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の

要請に応じて連携することが望ましいこと。 

 

(４) 学校教育に係る都道府県対応要領及び市町村対応要領の作成 

学校教育分野は，障害者との関係性が長期にわたるなど，固有の特徴

を有することから，各教育委員会においては，法に適切に対応するた

め，学校教育に係る都道府県対応要領及び市町村対応要領又はこれらに

類するガイドラインを作成するよう努めること。これから作成に着手す

る教育委員会においては，本指針及び文部科学省対応要領も参考としつ

つ，地域の実態に応じた内容とすることが望ましいこと。 

  作成した都道府県対応要領等は，法第 10 条第３項の規定に基づき，

本人・保護者その他関係者の閲覧に供するため，公表するよう努めるこ

と。 
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＜高等教育段階＞ 

高等教育段階においては，法に適切に対応するため，本指針に加え，文部

科学省の「障害のある学生の修学支援に関する検討会」が取りまとめた報告

書（「第一次まとめ（平成 24 年度）」，「第二次まとめ（平成 28 年

度）」，「第三次まとめ（令和５年度（予定））」）や，独立行政法人日本

学生支援機構の策定する「大学等における障害のある学生への支援・配慮事

例」や「教職員のための障害学生修学支援ガイド」，「合理的配慮ハンドブ

ック」等も参照することが望ましいこと。 

 

 

（参考：関係資料の掲載 URL） 

○ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（内閣府ホームページ）

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/r05/p

df/honbun.pdf 

○ 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト（内閣府ホームページ）

https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/ 

○ インクルーシブ教育システム構築支援データベース 

http://inclusive.nise.go.jp/ 

○ 事業分野相談窓口（対応指針関係）（内閣府ホームページ） 

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/soudan/taiou_s

hishin.pdf 

○ 共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支

援教育の推進（報告） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1

321667.htm 

○ 障害者の生涯学習の推進方策について―誰もが，障害の有無にかかわらず

共に学び，生きる共生社会を目指して―（報告） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/041/toushin/1

414985.htm 

○ 通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討

会議報告 https://www.mext.go.jp/content/20230313-

mxt_tokubetu02_000028093_01.pdf 

○ 障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告（第一次まとめ）

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/12/1329295.htm 

○ 障害のある学生の修学支援に関する検討会報告（第二次まとめ）

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/074/gaiyou/138

4405.htm 

○ 障害のある学生の修学支援に関する検討会（令和５年度）

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/123/index.html 

○ 大学等における障害のある学生への支援・配慮事例（独立行政法人日本学生支援機構）

https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_hairyo_jirei/in

dex.html 

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/r05/pdf/honbun.pdf
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/r05/pdf/honbun.pdf
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
http://inclusive.nise.go.jp/
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/soudan/taiou_shishin.pdf
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/soudan/taiou_shishin.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/041/toushin/1414985.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/041/toushin/1414985.htm
https://www.mext.go.jp/content/20230313-mxt_tokubetu02_000028093_01.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230313-mxt_tokubetu02_000028093_01.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/12/1329295.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/074/gaiyou/1384405.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/074/gaiyou/1384405.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/123/index.html
https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_hairyo_jirei/index.html
https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_hairyo_jirei/index.html
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○ 教職員のための障害学生修学支援ガイド（独立行政法人日本学生支援機構）

https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/shogai_infomation

/shien_guide/index.html 

○ 合理的配慮ハンドブック（独立行政法人日本学生支援機構）

https://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/shogai_infomation

/handbook/index.html 

 

 

 

【本件連絡先】 
＜幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育

学校，特別支援学校関係について＞ 
文部科学省初等中等教育局特別支援教育課企画調査係 
電 話：03-5253-4111（内線）3193 
ＦＡＸ：03-6734-3737 
E-mail：tokubetu@mext.go.jp 

＜大学，高等専門学校関係について＞ 
文部科学省高等教育局学生支援課 
電 話：03-5253-4111（内線）2519 
ＦＡＸ：03-6734-3391 

＜専修学校・各種学校関係について＞ 
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室 
電 話：03-5253-4111（内線）2915 
ＦＡＸ：03-6734-3281 

＜社会教育・生涯学習関係について＞ 
文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 
電 話：03-5253-4111（内線）3613 
ＦＡＸ：03-6734-3719 

＜スポーツ分野について＞ 
スポーツ庁健康スポーツ課障害者スポーツ振興室 
電 話：03-5253-4111（内線）3490 
ＦＡＸ：03-6734-3792 

＜文化芸術分野について＞ 
文化庁政策課 
電 話：075-451-4111（内線）9516 
ＦＡＸ：03-6734-3811 
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